
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座番号・ □
□ 身体状況 支払額
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 ■ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座番号等 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
■ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 ■ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 ■ ■ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 ■ □ ■
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

債権額 □
■ 身体状況
■ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

部・課名 出納局
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

県費支払の登録事務 県費の支払を受ける者（債
権者）

電算処理の有無 本人から収集 無 知事、議会、教育委員会、
選挙管理委員会、監査委
員、人事委員会、労働委員
会、収用委員会、海区漁業
調整委員会、内水面漁場管
理委員会及び警察本部の各
課局及び各出先機関

本人以外から収集 有
他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果

県費の支出命令を電算に登
録することにより、最終的
な支出事務を行う。

指定金融機関への支払依頼
の際のデータ処理及びその
データのチェックのため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

データ伝送　549,000件

実施機関内部での利用

民間・私人

千葉県収入証紙事務 請求（申請）者 電算処理の有無 本人から収集 無 出納局、各地域振興事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

知事、議会、教育委員会、
選挙管理委員会、監査委
員、人事委員会、労働委員
会、収用委員会、海区漁業
調整委員会、内水面漁場管
理委員会及び警察本部の各
課局及び各出先機関

犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有
心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

千葉県の収入証紙の取扱い
に関しての事務処理

請求者及び申請者を把握
し、今後の事務処理を円滑
に進めるため

県報への登載
（売りさばき
人の名称、所
在地、売りさ
ばきの場所）

750人程度
 
 
 
 
 


社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

6,500人程度
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

国費に係る歳入徴収及び債
権管理事務

国に対して債務を負う者 電算処理の有無 本人から収集 無 国費事務関係課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

所轄の税務署等に法定調書
等を提出するために作成す
るもの

所得税法等に基づく法定調
書等の提出

法定調書等作成事務 県費（委員・講師等の報酬
等）の支払いを受け、源泉
徴収をされる者

電算処理の有無 本人から収集 無

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

国費の徴収について、内容
を調査し、その決定を行
う。また、調査決定された
債権を管理する。

予算決算及び会計令等によ
り、納付させる金額の算定
や納入者等が適正であるか
を調査するため。また、調
査決定された債権の内容を
把握できるようにするた
め。

70人程度
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/2



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 出納局
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 ■ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 ■ ■ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 ■ □ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 ■ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

口座番号・ □
■ 身体状況 支払額
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

義援金の取扱いに関しての
事務処理

義援金の送付に係る事実関
係を確認するため 義援金送付者　13,061件

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

義援金取扱事務 義援金の送付者 電算処理の有無 本人から収集 無 出納局
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有
心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

証拠書類は会計検査院へ送
付されるため、局内には一
部情報（氏名・住所・口
座・支払額）のみ残る。
（官庁会計システムにて管
理）

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

国費に係る支出事務 国費の支払を受ける者（債
権者）

電算処理の有無 本人から収集 無 国費事務関係課

少年の保護事件に関する手続
国費の支出について、内容
を調査し、その決定を行
う。

会計法等により、支出の経
費に誤りないか、また正当
債権者であるかを調査する
ため。

国費に係る法定調書等作成
事務

国費（委員・講師等の報酬
等）の支払を受け、源泉徴
収をされる者

電算処理の有無 本人から収集 無 国費事務関係課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

所轄の税務署に法定調書等
を提出するために作成す
る。

所得税法等に基づき、法定
調書等を提出するため。 15人程度

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/2


